
  

 

 

 

いじめ防止対策マニュアル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

熊谷市立長井小学校 
         

                            
  

 

生 徒 指 導 心 得 
 

◎是々非々で 

「すずめの学校」と「めだかの学校」とのバランスを！ 

・誰にもわかる授業をし、確かな学力をつけます。 

   ・徹底して「かまって」あげます。 

・いざという時、全員で動きます。 

   ・１秒でも早く、プロの手に渡します。 

 



第１章 いじめの防止等に関する基本的な考え方 

 

熊谷市は、国の基本方針に基づき、本市におけるいじめ防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進するため、「熊谷市基本方針」を定めました。 

「熊谷市基本方針」における「いじめ」とは、一定の人的関係にある他の児童等が

行う心理的又は物理的な影響を与える行為で、その行為を受けた児童等が心身に苦痛

を感じているものをいいます。（インターネットを通じて行われるものも含む） 

一定の人的関係とは、同じ学校・学級や部活動、塾など、児童等が関わっている仲

間や集団などの関係をいいます。また、行為がいじめに当たるかどうかは、いじめら

れた児童等の立場に立って考えます。 

 

 

１ 長井小学校 いじめの防止に向けた方針  

「いじめは絶対に許さない」という強い決意のもと、児童のいじめを防止するため

に、いじめの起きない風土づくりに努めます。児童が心の通い合うコミュニケーショ

ン能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業

づくりや集団づくりを行うとともに、いじめを自分たちの問題として考え、主体的に

話し合う機会をつくることができるよう支援します。        

いじめを察知したときは、いじめられた児童を守り抜き、いじめた児童等に対して

はその行為を許さず、毅然とした態度で接し、適切に指導し、再発防止に努めます。 

 

 

２ 長井小学校 いじめの防止等のための取り組み                         

（１）全児童対象｢学校生活アンケート｣の実施（毎月末）                   

（２）保護者対象「学校生活についてのアンケート｣の実施（年２回）                         

（３）保護者対象 教育相談（年９回）        

（４）生徒指導・児童についての共通理解、研修（ながいっ子委員会 月１回） 

（５）関係機関との連携（SSW との連携・巡回相談の活用） 

（６）「長井小学校 いじめゼロ宣言」｢ぼく・わたしのいじめゼロ宣言｣の作成 

（７）コミュニケーションに関するスキル学習の実施 

（８）道徳教育の充実、体験・交流学習の推進 

（９）「ながいっ子 BOX」の設置 

（10）「児童のサインチェックリスト 教師の手だて」の活用 

（11）長井小学校「いじめ防止対策マニュアル」に基づいた取り組み 

（12）教育委員会への定期的な報告 

（13）「４つの実践・３減運動」の推進      

（14）地域との連携  



 

３ いじめ防止対策推進法における「組織」「附属機関」等の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４  早期発見・早期対応に向けて                                               

教職員は、日頃から児童との信頼関係の構築や見守り等に努め、児童が示す変化 

やサインを見逃さないようアンテナを高くし、いじめの早期発見・早期対応のため 

「児童のサインチェックリスト、教師の手だて」等を活用し、いじめの実態把握に積

極的に取り組みます。 

なお、インターネット上で行われる、いわゆる「ネットいじめ」に対しては、関係

機関と連携し、学校ネットパトロール等を活用するなど情報モラル教育を推進し、児

童等の意識の向上及び保護者への啓発に努めます。  

 

 

５  いじめに対する措置  

いじめの発見・通報を受けた場合、特定の教員で抱え込まず、教職員共通理解のも

と速やかに対応します。「事あれば、先生方はすぐ動いてくれる」という安心感を児

童等に与えることを第一に考えます。 

いじめられた児童に対しては、当該児童を守り通すとともに、事情や心情を聴取し、

児童等の状態に合わせた継続的なケアを行います。いじめた児童等に対しては、本人

の人格の尊重を旨とする教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導します。また、事

情や心情を聴取し、再発防止に向けて適切に指導するとともに、児童等の状態に応じ

た継続的な指導及び支援を行います。これらの対応は、教職員全員の共通理解、保護

者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
第２章  いじめ緊急対策マニュアル（起きてからの対応） 

 

 
  



第３章  長井小学校「いじめゼロ宣言」 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


